
 

令和２年度 第４４回 

岩 手 県 立 

盛岡北高等学校同窓会 

総 会 資 料 
 

       日時：令和２年６月 書面による開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 議事  

承認第１号 令和元年度 事業報告について 

承認第２号 令和元年度 決算について 

第１号議案 令和２年度 事業計画案について 

第２号議案 令和２年度 予算案について 

第３号議案 役員の改選について 
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承認第１号  令和元年度事業報告及び令和元年度会計決算報告につ

いて 

令和元年度事業報告  
 

月  日  曜 内   容  場  所  

４  ６  土  カシオペア歓迎会  ホテルメトロポリタン盛岡  
NEW WING 

５  １９  金  会計監査  本校  
５  ２２  月  第１回理事会  本校  
５  ３１  金  同窓会報発行   
６  ８  土  同窓会総会  サンセール盛岡  

１１  １６  土  関東支部総会  東京都  
１１  １９  火  会計中間監査  本校  
１２  ６  金  仙台支部総会  宮城県仙台市  
２  ２０  木  第２回理事会  本校  
２  ２８  金  同窓会入会式  本校  

   卒業を祝う会  中止  
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承認第２号  令和元年度 決算について  
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第１号議案  令和２年度 事業計画案について 

令 和 ２ 年 度 事 業 計 画  

月  日  曜 内   容  場  所  

４    カシオペア歓迎会  中 止 ( 例 年 入 学 式 後 に
行っていたもの )  

４  １８  土  会計監査  本校  
４  ２４  金  第１回理事会  本校  
６  １  月  同窓会報発行   

   同窓会総会  書面による開催  
９    仙台支部総会  宮城県仙台市  

１０    会計中間監査  本校  
１１    関東支部総会  東京都  
２    第２回理事会  本校  
３  １  月  同窓会入会式  本校  
３  ２  火  卒業式  本校  

 

※ 会 員 名 簿 資 料 の 補 填 と 拡 充 （ サ ラ ト と 連 携 ）  
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第２号議案  令和 2 年度 予算案について  
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第３号議案  役員の改選について  
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資料 

岩手県立盛岡北高等学校同窓会会則 

（名 称） 

第１条 この会は、岩手県立盛岡北高等学校同窓会と称し、事務局を岩手県立盛岡北高等学校（以下本校という）内に置く。 

（目 的） 

第２条 この会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展のために援助協力することを目的とする。 

（事 業） 

第３条 この会は、前条の目的を達するため、次の各号に掲げる事業を行う． 

 （１） 会員名簿の発行 

 （２） 会報の発行 

 （３） 講演会、懇談会、その他の集会 

 （４） その他前条の目的を達成するため必要な事業 

（会 員） 

第４条 この会の会員は、本校卒業生の普通会員、並びに本校職員及び本校旧職員の特別会員とする。 

第５条 この会の会員は、その住所・氏名・職業等に変更を生じた時はすみやかに事務局に届け出るものとする。 

（会 費） 

第６条 普通会員の会費は入会費 7,200 円とし、月 240 円ずつ 10 ヶ月間の納付を３年間行うものとする。 

（役 員） 

第７条  

  １ この会の役員、その定数並びに選出方法は次の表による。 

役 員 定 数  

会 長 １名 普通会員のうちから総会で選出する。 

副会長 ３名 
会員のうちから総会で選出する。 

ただし、副会長の１名は学校長をもって充てる。 

理 事 若干名 
会員のうちから総会で選出する。 

ただし、2 名は副校長と事務長をもって充てる。 

事 務 局 長 １名 会員のうちから会長が委嘱する。 

事 務 局 員 若干名 会員のうちから会長が委嘱する。 

監 査 委 員 ３名 普通会員のうちから総会で選出する。 

顧 問 若干名 普通会員及び特別会員のうちから会長が理事会の同意を得て委嘱する。 

  ２ 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

第８条 役員の職務は次の各号に掲げるとおりとする。 

 （１） 会長    本会を代表し、すべての会務を統括すること。 

 （２） 副会長   会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行すること。 

 （３） 理事    理事会における審議事項を審議すること。 

 （４） 事務局長  事務局を代表し、本会の庶務・会計に関する事務を行うこと。 

 （５） 事務局員  事務局長を補佐し、本会の庶務・会計に関する事務を行うこと。 

 （６） 監査委員  第１６条に定めたとおりとする。 

 （７） 顧問    必要に応じて総会または理事会で意見を述べること。 

（機 関） 

第９条 この会に次の機関を置く。 

 （１） 総会 

 （２） 理事会 

 （３） 監査委員会 

（総 会） 

第１０条 総会は、この会の最高機関とする。 
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第１１条  

  １ 総会は、年一回会長が招集する。 

  ２ 会長は特に必要があると認めたときは、理事会の議決を得て臨時に総会を招集することがきる。 

第１２条 総会は、次に掲げる事項を議決しなければならない。 

 （１） 予算を定めること。 

 （２） 決算を承認すること。 

 （３） 会則を改正すること。 

 （４） その他本会の運営に関する重要なこと。 

第１３条  

  １ 総会の議事は、出席者の過半数でこれを決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。 

  ２ 特別会員は表決を行うことはできない。ただし意見を述べることはできる。 

第１４条  

  １ 総会の議長は普通会員からそのつど選出する。 

  ２ 議事を記録するための書記は事務局が行うものとする。 

（理事会） 

第１５条 

  １ 理事会は、会長が必要に応じて招集する。 

  ２ 理事会は、会長・副会長・理事・事務局長をもって構成し、次の各号に掲げる事項を審議し、または決定する。 

  （１） 総会に付議する議案に関すること。 

  （２） 予算案に関すること。 

  （３） 決算に関すること。 

  （４） 事業計画に関すること。 

  （５） その他この会の目的を達成するために必要な事項の計画に関すること。 

（監査委員会） 

第１６条 監査委員会は前条第２項掲げる事項の執行について監査し、総会に報告書を提出する。監査委員は前項の報告書に意見を添えるこ

とができる。 

（事務局） 

第１７条 

  １ 事務局は本会の事務を行う。 

  ２ 事務局に次の帳簿を備える。 

   （１）会員台帳 （２）会議録  （３）会計簿 

（会 計） 

第１８条 この会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。 

第１９条 この会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。 

第２０条 この会の会計の支出に関わるもののうち、旅費、慶弔費については別に定める。 

（会則の改正） 

第２１条 この会則の改正は理事会の承認を得て総会で議決しなければならない。 

 

付 則 

本会則は、昭和 52 年 4 月 1 日から施行するものとする。 

本改正会則は、昭和 55 年 8 月 1 日から実施するものとする。 

本改正会則は、昭和 56 年 8 月 1 日から実施するものとする。 

本改正会則は、昭和 57 年 8 月 1 日から実施するものとする。 

本改正会則は、昭和 59 年 8 月 1 日から実施するものとする。 

本改正会則は、平成 2 年 8 月 1 日から実施するものとする。 

本改正会則は、平成 3 年 8 月 1 日から実施するものとする。 

本改正会則は、平成 5 年 4 月 1 日から実施するものとする。 

本改正会則は、平成 10 年 4 月 1 日から実施するものとする。 

本改正会則は、平成 14 年 4 月 1 日から実施するものとする。 

本改正会則は、平成 18 年 7 月１日から実施するものとする。 

本改正会則は、平成 24 年 7 月１日から実施するものとする。

 


